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会 員　各位

一般社団法人神奈川県警備業協会
会 長　岩 野　経 人


令和８年度警備員現任教育の実施について（ご案内）

謹啓　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の警備員教育等業務各般にわたり格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、令和８年度の警備員現任教育を、下記のとおり実施しますのでご案内いたします。
謹白
記
１　令和８年度の教育期間　
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
    「令和８年度警備員現任教育実施日程表」をご参照ください。
２　教育実施場所
　　横浜市中区寿町二丁目５番地の１　川本工業ビル５階
一般社団法人 神奈川県警備業協 研修室
３　教育計画・教育事項等
　　別添「令和８年度警備員現任教育計画書（１号業務）」等のとおり
４　教育時間・教育実施簿等
(1) 当協会で行う警備員現任教育は、１号警備業務のみです。
　　ア　一般の警備員現任コース
ＡとＢの異なる内容に区分して行います。
教育時間は、１日１区分で基本教育(２時間)、業務別教育(３時間)の計(５時間) を行い、２日で法定の教育時間(10時間以上)を満たします。
　　イ　検定等有資格者の警備員コース
　　　　教育時間は、法定の業務別教育（６時間以上）を１日で行います。
有資格者であっても従前の通り、一般の警備員と同様に受講する又は業務別のみ受講することも可能です。（受講料は受講回数分となります。）
(2) 教育実施簿
警備員現任教育の受講を終了した際には、各事業者様宛に「教育実施簿」を発行いたします。
教育実施簿は、基本的に受講を修了した者（複数の場合は代表者）を通じて各事業者様宛に発行いたします。希望に応じて電子メールによる発行も行います。
(3)　受付時間等
ア　一般警備員コース
受付時間：午前９時10分から午前９時40分まで
オリエンテーション：午前９時40分から
講義開始：午前９時50分から
　イ　有資格者警備員コース
受付時間：午前８時20分から午前８時50分まで
オリエンテーション：午前８時50分から
講義開始：午前９時0分から
５　受講料
　　一般及び有資格者ともに
◇　会員１人につき、　　２,３００円
◇　非会員１人につき、　４,６００円
※ 納入方法は、銀行振り込みのみです。
詳細は「警備員教育受講料の納入方法について」をご参照ください。
６　受講定員
　　１回　定員60人
・ 申込みが定員を満たした場合は、ホームページ（お知らせ）に掲載します。

　
	現任担当
	０４５－２２５－８８２５




　受講申し込み方法

1 協会ホームページ ～ 警備員現任教育コーナー ～ 申込方法等 ～ からExcelファイル[現任教育申込み票]をダウンロードしてください。

2 ダウンロードしたExcelファイルを開きます。

3 [受講予定]シートに
・会社名、申込者等を入力」します。

4 受講者名・年齢を入力します。
・受講予定者全員を入力してください。

5 決まっていたら受講日を選択します。
・受講日に追加、変更がありましたら備考欄にその旨を記載してください。

6 [Ｒ８申込書]受講予定シートをPDF又はExcelファイルに保存して、添付ファイルとしてE-mailにてお申込みください。
	E-mail　：　kensyuu@shinkeikyo.or.jp　　
　　（メールアドレスは、要確認）



※　会員の受講申込み受付は、
３月３日(月)午前9時00分から始めます。
受講日の１週間前までにはお申込みください。
（前期後期の別なく年間を通じて受け付けます。）
８　参考
　　「警備員現任教育日程(令和８年度)」及び「警備員現任教育申込書」は、　
　（一社）神奈川県警備業協会のホームページ （http://www.shinkeikyo.or.jp/ ）
  に掲載しますのでご参照ください。



※　受講の際の注意事項
　　
１　受講当日の受付時間等
(1)  一般警備員コース
受付時間：午前９時10分から午前９時40分まで
オリエンテーション：午前９時40分からオリエンテーション
講義開始：午前９時50分から
(2)  有資格者警備員コース
受付時間：午前８時20分から午前８時50分まで
オリエンテーション：午前８時50分から
講義開始：午前９時0分から
２　受講者に徹底をお願いします。
・ 受付時間前に敷地及び建物に入らないでください。
　 ビル管理者からの申し入れが来ていますので厳守してください。
・ 研修室以外は立ち入らないでください。
指定場所以外での喫煙は厳禁です。
・ 当日の座席は受付時に指定します。指定席以外は利用しないでください。
・ 講義中に携帯電話の使用は禁止です。急用は協会まで連絡ください。
・ 各自のゴミは必ず持ち帰りをお願いします。
・ 受講に相応しい服装・言動等礼節を保ってください。
※　 急用で退出する方は、申し出ください。
ただし、教育時間（５時間）に満たない受講者には、法定時間を満たす教育実施簿を発行できない場合があります。


[bookmark: _Hlk158716621]警備員教育受講料の納入方法について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警備員教育の受講料は銀行振込での納入をお願いしております。お手続きの際は、下記をご確認のうえ、お間違えのないようお願いいたします。
記
１　納入方法
請求書を発行いたしますので、受講状況と請求書の内容をご確認のうえ正規侑所記載の期日までに銀行振り込みによる納入をお願いします。
２　納入時期
(1) 講習受講日の翌月末日（営業日）までに納入してください。
請求書を発行しますので、内容をご確認後に納入してください。
(2) 年度末の３月は、３月23日を期日の目途として別途個別にお知らせいたします。
振込先　口座：　横浜銀行　本店営業部　普通預金0362083
　　　　　　　　一般社団法人　神奈川県警備業協会


３　適格請求書等の発行方法
全受講会社に電子メールにより発行いたします。
原則として領収書を発行しません（発行する場合は例外的な取扱です。）
４　請求金額
請求金額は、警備員新任及び現任教育を受講した人数に応じた金額となります。
対象期間は当月中となります。
対象月の月末までに請求書を発行さていただきます。
５　消費税の扱い
消費税の計算において出た端数については、切捨てにより処理させて頂きます。
６　適格請求書等発行の宛先
適格請求書等を発行するため、宛先に変更又は新規申し込みの際には下記までご連絡をお願いいたします。
その他問い合わせ事項がありましたら下記までご連絡ください。

　　　　　　　　　　　　　＜現任担当＞
　　　　　　　　　　　　　℡　０４５－２２５－８８２５
Mail：　kaikei@shinkeikyo.or.jp
